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第１章 計画の目的等 

１ 計画の目的 

香川県の海岸は閉鎖性海域である瀬戸内海の東部海域に位置している。沿岸

の各地域から海域へ流入するごみは、その多くを生活ごみが占め、漂流するごみ

や海底に沈み堆積するごみ、海岸に漂着するごみになり、これらによる景観や環

境の悪化、海岸機能の低下、漁業への影響等が生じており、その対策を講じるこ

とは重要な課題である。 

このため、海ごみの対策を総合的かつ効果的に推進し、山・川・里（まち）・

海のつながりの中で、行政・県民・関係者が連携して海域・陸域一体となった海

ごみ対策を推進するために本計画を策定するものである。 

 

２ 計画の性格と役割 

この計画は、「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及

び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律

（平成 21年法律第 82号。以下「海岸漂着物処理推進法」という。）」第 14条の

規定に基づき策定する計画であり、次のような役割を持つ。 

・県内の海ごみの状況を把握し、県内の海岸や海域における海ごみ対策の考

え方と施策を体系的に示す。 

・海ごみの回収・処理対策及び発生抑制対策を示す。 

・関係者の役割分担及び相互協力に関する事項を示す。 

・海ごみ対策の実施に当たって配慮すべき事項その他海ごみ対策の推進に関

し必要な事項を示す。 

なお、本計画で使用する用語は、表１のとおりとする。 

表１ 海岸漂着物等に関する定義 

ごみの種類 本計画で使用する用語 海岸漂着物処理推進法 

海岸等に漂着した 

ごみ 
海岸漂着ごみ 

海ごみ 

海岸漂着物 

海岸漂着物等 

海岸に散乱した 

ごみ 
― 

海域に漂流している

ごみ 
漂流ごみ 

漂流ごみ等 

海底に存するごみ 海底堆積ごみ 

 

３ 計画期間 

推進計画の計画期間は令和８年度から令和 12年度までの 5年間とする。 
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第２章 香川県の海岸の状況 

海岸統計（令和６年度版）によると、本県の海岸は、海岸保全区域が約 298km

（うち二線堤約６km）、一般公共海岸区域が約 83km、その他の海岸(保安林、鉄道

護岸、道路護岸、河口部、天然海岸等)が約 362km であり、その総延長は約 737km

に及ぶ。 

また、第５回自然環境保全基礎調査（平成８年）によると、海岸線のうち、自

然海岸※1は約 332km、半自然海岸※2は約 119km、人工海岸※3は約 250km、河口部

は約８kmである。 

 

  

海岸統計（令和６年度版）より作成     第５回自然環境保全基礎調査（平成８年）より作成 

 

図１ 香川県の海岸の状況 

 

本県の海岸は、海水浴場や潮干狩場等、自然とのふれあいの場や地域住民の憩

いの場として多くの人に利用されてきた。また、海岸の自然景観と一体をなして

いる史跡、名勝、天然記念物等が多く存在し、重要な観光資源となっている。さ

らに、輸送・物流拠点としての港湾や水産業を支える漁港、マリンレジャーのた

めの施設も多く整備されている。 

砂浜や干潟は、自然の水質浄化や生物多様性の確保、環境教育の場等として重

要な役割を果たしている。 

 

 

 

 

 

自然海岸

47%

半自然海岸

17%

人工海岸

35%

河口部

1%

※1 自然海岸：海岸が人工によって改変されないで自然の状態を保持している海岸。 

※2 半自然海岸：道路、護岸、消波ブロック等の人工構築物で海岸の一部に人工が加えられているが、潮間帯においては自然の状態

を保持している海岸。 

※3 人工海岸：海岸が、港湾・埋立・浚渫・干拓等の土木工事により著しく人工的に改変された海岸。 
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第３章 海ごみの現状 

１ 瀬戸内海の海ごみの状況 

「瀬戸内海における海洋ごみ収支※4」によると瀬戸内海の海ごみは、外海から

流れ着いたものは７％しかなく、ほとんどが瀬戸内海で発生しており、山や里

（まち）から発生した生活ごみが川等を通じて海へ流れ出たものが多いとされ

ている。特に、瀬戸内海の中央部に位置する本県では、その傾向が強いと考えら

れる。 

 

図２ 瀬戸内海における海洋ごみ収支 

 

 

２ 香川県の海ごみの状況 

（１）海岸漂着ごみ 

海岸漂着ごみは、瀬戸内海の良好な景観や環境の悪化、海岸機能の低下等

をもたらす。また、台風等の大雨時には、陸域から流出した大量の流木等が

海岸に漂着し、その円滑かつ迅速な回収・処理が課題となる。 

海岸漂着ごみの回収・処理については、海岸漂着物処理推進法に基づき、

海岸管理者等※5が行うこととなっており、本県においては、海岸管理者等で

ある県及び沿岸各市町が回収・処理を行うほか、ボランティアによる回収も

実施されている。 

一方、潮流の関係等により、多くの海ごみが漂着する海岸の一部には、人

の立ち入りが困難な海岸（アクセス困難海岸）があり、住民等のボランティ

ア活動や海岸管理者等による定期的な回収が特に難しく、課題となっている。 

 
※4 瀬戸内海における海洋ごみ収支：藤枝繁，星加章，橋本英資，佐々倉諭，清水孝則，奥村誠崇：沿岸域学会誌，

Vol.22(4).pp.17-29.2010                               

※5 海岸管理者等：海岸漂着物処理推進法第2条 4項において、「海岸法の海岸管理者及び他の法令の規定により施設の管理を行う

ものであって、その権原に基づき又は、他の法令に基づいて国又は地方公共団体が所有する公共団体の用に供

されている海岸の土地を管理する者」であり、「その管理する海岸の土地において、その清潔が保たれるよう海

岸漂着物等の処理のため必要な措置を講じなければならない」とされている。 
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令和６年度に行った、「水辺の散乱ゴミ指標評価手法（海岸版）※6」に基づ

く県内 268 海岸の目視調査の結果から、県が推計した県内海岸の海岸漂着ご

みの総量は、自然物を除いて 58t であり、近年、減少傾向である。（図３参

照） 

また、その種類について、県内 10海岸（関谷海岸、室本港、西白方海岸、

里浦港、堂浦海岸、ホジノ浦瀬戸海岸、高松市東部下水処理場北側海岸、小

豊島港、釜居谷海岸、山田海岸）を抽出して組成調査を行ったところ、個数

割合ではプラスチック類（プラスチックと発泡スチロール）が９割以上を占

めており、中でも飲料用ペットボトルや食品の容器包装の割合が多かった。 

 

 

図３ 香川県の海岸漂着ごみ量の経年変化（香川県調査） 

 

 

 

個数                   重量 

図４ 香川県の海岸漂着ごみの種類割合（令和６年度香川県調査） 

※6 水辺の散乱ゴミ指標評価手法（海岸版）：国土交通省東北地方整備局、ＪＥＡＮ／クリーン アップ全国事務局（現一般社団法人

ＪＥＡＮ）及び特定非営利活動法人パートナーシップオフィスが 2004 年に協働で開

発。 
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図５ 香川県における海岸漂着ごみ中のプラスチック類の状況（令和６年度香川県調査） 

 

 

（２）漂流ごみ 

地域住民の生活又は経済活動に支障を及ぼす漂流ごみについては、海岸漂

着物処理推進法において、国及び地方公共団体が、その円滑な処理の推進を

図るよう努めなければならない旨の規定があるが、回収・処理の責任が明確

になっていない。 

本県においては、備讃瀬戸・備後灘・燧灘東部の海域(港湾区域及び漁港区

域を除く。)では、船舶航行の安全を確保し、海域環境の保全を図るため、国

の海面清掃兼油回収船「美讃」による海面清掃が行われている。また、高松

港においては、県の海面清掃船「みずきⅡ」により海面清掃が行われている。 

令和７年度に、国の海面清掃兼油回収船「美讃」及び県の海面清掃船「み

ずきⅡ」の回収実績から、県が推計した県内海域の漂流ごみの総量は 15t で

あり、令和２年度に県が調査した推計量の 24t から減少していた。その種類

は、個数割合では、プラスチック類（プラスチックと発砲スチロール）が８

割以上を占めていた。特に、発泡スチロールは５割以上を占めており、中で

も発泡スチロールの破片が最も多かった。 
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個数                       重量 

図６ 香川県における漂流ごみの種類割合（令和７年度香川県調査） 

 

 

 

図７ 香川県における漂流ごみ中のプラスチック類の状況（令和７年度香川県調査） 

 

 

（３）海底堆積ごみ 

生態系や底質の環境に悪影響を及ぼす海底堆積ごみも、漂流ごみと同様に

回収・処理の責任が明確になっていない。 
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本県においては、平成 25年に、香川県海ごみ対策推進協議会において、全

国初の取組みとなる漁業者、市町、県の三者協働による香川県方式の回収・

処理システムを構築し、回収・処理を行っている。 

令和６年度に県内 11海域、令和７年度に県内 10海域において底びき網船

による回収作業を行い、回収した海底堆積ごみを調査した結果から、県が推

計した県内海域の海底堆積ごみの総量は約 171t であり、令和２年度に調査

した推計量の 325t から減少していた。その種類は、個数割合ではプラスチ

ックが８割以上を占めており、中でも食品の容器包装が最も多かった。 

 

 
個数                   重量 

図８ 香川県における海底堆積ごみの種類割合（令和６・７年度香川県調査） 

 

 

 

図９ 香川県における海底堆積ごみ中のプラスチック類の状況（令和６・７年度香川県調査） 
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３ 海ごみに関する最近の動き 

（１）プラスチックごみの取組み 

海ごみは海洋環境に深刻な影響を及ぼしており、特に、海ごみの多くを占

めるプラスチックは、廃プラスチック有効利用率の低さ、海洋プラスチック

による環境汚染が世界的課題である。また、プラスチックごみが太陽の紫外

線等で劣化し、５ミリ以下まで破砕・細分化されたマイクロプラスチックは

回収・処理が困難であり、生態系への影響が懸念されている。 

そこで、政府は、令和元年５月に「海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に

推進するための基本的な方針」を変更するとともに、「プラスチック資源循環

戦略」を策定し、３Ｒ＋Renewable※7（再生不可能な資源への依存度を減らし

再生可能資源に置き換える）を基本原則に掲げて資源循環を推進している。

また、令和４年４月には、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法

律（プラスチック資源循環促進法）」が施行され、プラスチック使用製品の製

品設計から製造、使用、排出、回収・リサイクルまでの各段階での資源循環

の取組みが強化されている。 

令和元年６月には、Ｇ20大阪サミットにて海洋プラスチックごみによる新

たな汚染を 2050 年までにゼロにすることを目指す「大阪ブルー・オーシャ

ン・ビジョン」が共有され、令和５年５月のＧ７気候・エネルギー・環境相

会合にて、この目標の実現を2050年から10年前倒しすることが合意された。 

（２）広域連携の取組み 

瀬戸内地域においては、海ごみ問題の解決に向けて、令和２年 12 月に包

括的海洋ごみ対策プロジェクト「瀬戸内オーシャンズＸ※8」を開始し、令和

10年３月まで実施することとしている。また、令和４年４月には、瀬戸内海

環境保全特別措置法の一部改正により、海洋プラスチックごみ等の発生抑制

対策を国と地方公共団体の責務とする旨が規定され、令和５年 10 月には、

環境省の主導による海洋ごみ削減に向けた広域的な連携として、「瀬戸内海

プラごみ対策ネットワーク※9」（以下「瀬戸プラネット」という。）が立ち上

げられた。 

 

  

※7 ３Ｒ＋Renewable：リデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用）の３つの頭文字をとったものに、Renewable 

（再生可能資源への代替）を加えたもの。 

※8 瀬戸内オーシャンズＸ：香川県、岡山県、広島県、愛媛県の瀬戸内４県と日本財団による共同事業であり、①調査研究、②企業・

地域連携、③啓発・教育・行動、④政策形成を４つの柱として、瀬戸内海に流入する河川ごみや海底堆

積ごみの実態を把握するための大規模調査や、資源循環型社会づくりに関する検討等を進めている。 

※9 瀬戸内プラごみ対策ネットワーク：環境省と瀬戸内海流域の関係14府県から構成され、取組みや課題の共有、実態の把握、海 

洋ごみ削減への行動を連携して行うことで、これ以上プラスチックごみを増やすことなく、  

きれいで豊かな瀬戸内海を守るための活動に取り組んでいる。 
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第４章 香川県の海ごみ対策の基本方針 

香川県では、平成 25年 9月に、「かがわ『里海』づくりビジョン」を策定し、

「人と自然が共生する持続可能な豊かな海」の実現を目指して、県民の幅広い主

体的な参画や理解のもと、海だけでなく、海につながる山・川・里(まち)を一体

的に捉えて保全・活用していく「里海」づくりの取組みを進めている。 
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海ごみについては、同ビジョンの中で、「里海」づくりの重要課題の一つとし

て位置付けていることを踏まえ、本県の海ごみ対策を進めていく上での基本方針

を以下に示す。 

 

 

１ 海ごみの回収・処理の取組みを拡大していくこと 

海ごみのうち、海岸漂着ごみについては、海岸管理者等が回収・処理を行って

いるほか、地域住民等によるボランティア活動も重要な役割を果たしている。ま

た、海底堆積ごみや漂流ごみについても、漁業者によるボランティア回収が行わ

れており、今後もこうした取組みが広がっていくよう、対策を講じていく。 

 

２ 海ごみの発生抑制の取組みを拡大していくこと 

本県海域の海ごみは、プラスチック製包装容器や発泡スチロールをはじめと

する生活ごみが大半を占めており、日常生活から出たごみが、山や里（まち）か

ら川等を通じて海へ流れ出たものが多いと考えられることから、海へのごみの

流出を防ぐ、発生抑制の取組みが広がっていくよう、対策を講じていく。 

 

３ 海域・陸域一体となった総合的な海ごみ対策を推進すること 

海ごみ対策は継続して実施していくことが重要であり、海ごみの減少に向け

て、より効率的、効果的な回収・処理の取組みや、発生抑制・普及啓発に努め、

「かがわ『里海』づくりビジョン」に掲げる「人と自然が共生する持続可能な豊

かな海」の実現を目指して、県民みんなで取り組む、海域・陸域一体となった総

合的な海ごみ対策を積極的に進めていく。 
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第５章 海ごみの回収・処理対策の推進 

１ 海岸漂着ごみ 

海岸漂着ごみについては、海岸漂着ごみ対策を重点的に推進する区域（重点区

域・最重点区域）を定め、効率的かつ効果的な回収・処理を推進する。 

海岸延長に占める重点区域の割合 

海岸延長(㎞) 538／737 ≒ 73％ 

海岸箇所数 303／520 ≒ 58％ 

海岸延長に占める最重点区域の海岸の割合 

海岸延長(㎞) ３／737 ≒ 0.4％ 

海岸箇所数（注） ４／520 ≒ 0.7％ 

（注）海岸の一部分のみが最重点区域に定められている海岸については、１箇所として計上している。 

海岸漂着ごみの回収・処理は、通常、海岸管理者等が行っている。回収量の拡

大に向けては、香川県海岸漂着物対策活動推進員※10（かがわ海ごみリーダー）

を養成し、県の海ごみ対策事業の講師やアシスタントとして登用する等、かがわ

海ごみリーダーを海岸漂着ごみ対策における中核的主体として活用する。 

また、リフレッシュ瀬戸内※11、さぬき瀬戸クリーンリレー※12、「さぬき瀬戸」

パートナーシップ事業※13、県内一斉海ごみクリーン作戦「さぬ☆キラ」※14等を

通じて、地域住民や民間団体等のボランティアによる回収を促進する。 

（１）重点区域 

① 重点区域の定義 

重点区域は、本県の海岸のうち、海岸漂着ごみにより、海岸の景観や環境

の保全、県民の利用等に悪影響が生じないよう特に配慮する必要のある公共

の海岸とする。 

② 重点区域の選定 

重点区域は、海岸漂着ごみの状況や回収・処理の取組状況、海岸の地形（砂

浜、岩礁、堤防、護岸等）、景観（景勝地、観光名所等）、利用状況（海水浴

場、港湾、漁港、埋立地等）、動植物の生息地・生育地（希少生物、海浜生物

等）等を考慮し、次の（ａ）又は（ｂ）のいずれかに該当する海岸であって、

別図に示すものとする。 

 

 
※10 海岸漂着物対策活動推進員：海岸漂着物処理推進法第16条に「都道府県知事は、海岸漂着物対策の推進を図るための活動に熱

意と識見を有する者を、海岸漂着物対策活動推進員として委嘱することができる。」と規定。 

※11 リフレッシュ瀬戸内：11府県107市町村で構成する瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会が多くのボランティアの協力を得 

て 6月～8月の期間で実施する海岸清掃活動。 

※12 さぬき瀬戸クリーンリレー：市町を通じてボランティア活動による海岸清掃への参加を呼びかけ、9月～10月の期間で実施す

る海岸清掃活動。 

※13 ｢さぬき瀬戸｣パートナーシップ事業：地域住民のボランティアによる海岸清掃等を県や市町が支援する事業。 

※14 県内一斉海ごみクリーン作戦「さぬ☆キラ」：香川県・香川県海ごみ対策推進協議会が 10月下旬から 11月上旬にかけてボラン

ティアの参加者を募集し実施する清掃活動。活動場所は県内全域。 

 



 

12 

 

（ａ）海ごみが漂着する海岸であって、県民や民間団体等との連携・協働に

より海岸漂着ごみの回収・処理を継続的に行っている海岸 

（ｂ）香川県海岸保全基本計画※15において整備対象となっている海岸で、環

境面及び利用面の現況評価において、Ａランク又はＢランクの評価を受

けている海岸、若しくは同等の評価をすることが適当と認められる海岸 

③ 重点区域における海岸漂着ごみ対策 

海岸漂着ごみの回収・処理に関わる関係者は、適切な役割分担のもと、相

互協力して、重点区域における海岸漂着ごみの回収・処理に取り組むよう努

める。特に、海岸管理者等は、その管理する重点区域の海岸を定期的に巡回

し、海岸漂着ごみの状況把握に努めるとともに、海岸漂着ごみによって海岸

の景観や環境の保全、あるいは住民の利用等に影響が生じている又は生じる

おそれがあると認められるときは、国の補助金を活用する等、重点区域にお

ける海岸漂着ごみの回収・処理を優先して行う。 

（２）最重点区域 

① 最重点区域の定義 

最重点区域は、本県の重点区域のうち、潮流その他の影響により海ごみの

漂着が特に顕著であり、従前の対策又は他の重点区域と同様の対策では、良

好な景観や環境の保全、県民の利用等に特に支障が生じている又は生じるお

それがあると認められる海岸又は海岸の一部とする。 

② 最重点区域の選定 

最重点区域は、次の２つの基準を満たしている海岸又は海岸の一部であっ

て、県が支障の程度、地理的要因等について総合的に勘案し、特に対策を実

施する必要があるとした別図の海岸とする。 

（ａ）本県の重点区域であること。 

（ｂ）「水辺の散乱ゴミの指標評価手法（海岸版）」による調査で、ランク４

以上である、又は、同等以上の精度を有する調査方法により、前述のラ

ンク４相当以上の海岸漂着ごみが存していると認められる海岸である

こと。 

③ 最重点区域における海岸漂着ごみ対策 

重点区域における海岸漂着ごみ対策のほか、離島など最重点区域における

清掃活動やボランティアによる清掃活動等により、特に重点的に対策を行う。 

 

 

※15 香川県海岸保全基本計画：国が定めた「海岸保全基本方針」に基づき、関係市町村長及び関係海岸管理者の意見を聴くととも

に地域の意見を反映した計画で、都道府県知事が定めるものであり、香川県では、平成15年に「燧

灘沿岸 海岸保全基本計画」及び「讃岐阿波沿岸 海岸保全基本計画」を策定しており、平成27年 12

月にそれぞれの計画の一部を変更。 
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２ 漂流ごみ 

漂流ごみについては、国は、備讃瀬戸や備後灘、燧灘東部の広域において海面

清掃兼油回収船「美讃」により回収・処理を行い、県は、高松港の港湾区域にお

いて海面清掃船「みずきⅡ」により、回収・処理を行う。 

また、各港湾管理者は、必要に応じ、国の補助金等を活用し、港湾区域におけ

る回収・処理に努めるものとする。 

 

３ 海底堆積ごみ 

海底堆積ごみについては、香川県海ごみ対策推進協議会において、漁業者、市

町、県の三者協働による香川県方式の回収・処理を実施する。具体的には、漁業

者は小型機船底びき網漁業の操業時等に引き揚げられた海底堆積ごみ等をボラ

ンティアで港まで持ち帰り、分別・保管後に、一般廃棄物は所管の市町が処分し、

市町が処理困難なごみについては県が処理を行う。そして、この取組みがさらに

拡大するよう漁業者等へ働きかけを行う。 

 

図 10 香川県方式の回収・処理システム 

また、幼稚魚の育成の場として重要な浅海域で、かつ通常の漁業操業では海底

堆積ごみの回収・処理が困難な海域（小型機船底びき網漁業禁止区域）において、

市町が回収・処理事業を実施する場合は、県は国の補助金を活用する等、市町等

に補助を行う。 

 

＜対策の進捗状況を示す指標＞ 

項  目 
現在値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12年度） 

海岸漂着ごみ量 58ｔ 48ｔ 

漁業協同組合における香川県方式の回収・

処理システムに参画する団体の割合 
60％ 70％ 

※R２から国補助あり 
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第６章 海ごみの発生抑制対策の推進 

１ 海ごみの発生抑制対策 

海ごみの種類や由来は様々であり、その特性等を分析し、それに応じた発生抑

制対策を講じることが効果的である。本県は閉鎖性海域である瀬戸内海に面し、

海ごみの多くが沿岸地域の河川等を通じて流出したものであることから、その

発生を抑制するためには、ごみの減量化やリサイクルの推進、不法投棄対策等に

取り組むことが重要である。このため、県及び市町は連携・協働し、次のごみの

不法投棄防止や河川等へのごみの流出防止策を講じる。 

なお、清掃活動やごみの回収・処理の際には、海ごみの特性等の分析（例えば、

一般社団法人ＪＥＡＮのごみ調査・データカード※16 の利用等）に努め、効果的

な発生抑制対策を検討し実施する。 

・県は、香川県産業廃棄物不法処理防止連絡協議会※17で情報交換を行い、ヘ

リコプター等によるパトロールを実施するとともに、市町職員に産業廃棄

物処理施設等への立入権限を付与する等、連携して不法投棄の未然防止や

事案処理に当たる。 

・夜間・休日パトロールの実施や「廃棄物 110 番※18」の設置、環境監視員の

委嘱、民間企業との協定締結等により、不法投棄等の情報把握を行い、早期

発見に努める。 

・リフレッシュ「香の川」パートナーシップ事業※19等により、地域住民や民

間団体等の河川清掃活動を促進する。 

・県民一人ひとりが、大量生産、大量消費、大量廃棄型の生活様式や事業活動

を見直すよう、ホームページ・SNS 等による広報の実施、環境キャラバン

隊等による出前講座や、環境負荷の低減に取り組む事業所等の積極的な PR

に取り組む。 

・一般廃棄物の適正処理を推進するとともに、ごみの不法投棄防止や河川等

への流出防止対策を連携・協働して実施する。 

 

２ 海ごみ問題の普及啓発 

県及び市町は、県民一人ひとりが海ごみ問題についての理解を深め、その自覚

を高められるよう普及啓発や環境教育を実施する。県民や民間団体等は、海岸清

掃活動へ積極的に参加するとともに、民間団体等は普及啓発や環境教育への参

画を通じ、県や市町、県民等の連携・協働のつなぎ手となることが求められる。 

 

 
※16 一般社団法人ＪＥＡＮのごみ調査・データカード：｢国際海岸クリーンアップ（海岸清掃時において、ごみの種類や量を世界共

通の項目で記録する活動）｣で使用されているものに、日本独自の項目を加

えた海ごみの調査票。 

※17 香川県産業廃棄物不法処理防止連絡協議会：産業廃棄物の不適正処理の防止、迅速・的確な対応を図るため平成6年に設置。

県、警察、国、市町等で構成。 

※18 廃棄物 110番：広く県民から不法投棄や野外焼却等の情報提供を受ける目的で設置。「087-832-5374(ヤミニゴミナシ)、0120- 

537483(ゴミナシバンザイ)」 

※19 リフレッシュ「香の川」パートナーシップ事業：地域住民のボランティアによる河川清掃等を県や市町が支援する事業 
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（１）海ごみに関する学習機会の提供 

家庭、職場、地域等あらゆる場において、海ごみ問題について学べるよう、

環境キャラバン隊やかがわ里海大学※20による海ごみ学習講座等、環境学習が

できる機会を充実する。 

また、地域や小・中学校及び高等学校での環境教育の取組みをサポートす

るため、海ごみに関する情報を掲載した教材の作成・配布を行う。 

（２）ボランティア清掃の支援 

県及び市町は、海岸清掃活動への参加体験により環境教育の効果が高めら

れることから、県民や民間団体等による自主的な海岸清掃活動を「さぬき瀬

戸」パートナーシップ事業や県内一斉海ごみクリーン作戦「さぬ☆キラ」等

を通じて支援する。 

また、ごみ袋の提供、ごみの運搬・処分、清掃用具の貸出等を行うことで、

ボランティアが活動しやすい環境の整備に努める。 

(３）香川県海岸漂着物対策活動推進員（かがわ海ごみリーダー）の養成・活用 

海ごみ問題について、広く県民に普及啓発できる人材を育成するため、か

がわ里海大学で「海ごみリーダー養成講座」を開講する等、人材育成講座や

研修会の充実を図る。 

また、養成講座を修了した方等を香川県海岸漂着物対策活動推進員（かが

わ海ごみリーダー）として委嘱し、県の海ごみ対策事業等の講師やアシスタ

ントとして登用することで、育成した人材が活躍できる場を広げていく。 

さらに、かがわ海ごみリーダーの活動を積極的に発信することで、県民一

人ひとりに対して、ごみを多く出す生活の見直しや清掃活動への参加を促す。 

（４）海ごみに関する情報の効果的な発信 

海ごみ対策のシンボルキャラクター「ウミゴミラ」を活用しながら、啓発

ポスター、ホームページ・SNS 等により、海ごみに関する幅広い情報を効果

的に発信する。 

 

＜対策の進捗状況を示す指標＞ 

項  目 
現在値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12年度） 

県内一斉海ごみクリーン作戦の参加延べ

人数【累計】 

207 千人 

（R2～R6 累計） 

270 千人 

（R8～R12 累計） 

香川県海岸漂着物対策活動推進員 

（かがわ海ごみリーダー）の委嘱人数 
43 人 72 人 

※20 かがわ里海大学：里海づくりをけん引する人材の育成を目的に、香川県と香川大学が共同で設立した「学びと交流の場」。里海 

づくりに必要なスキルや知識を高める講座から、広く里海への理解を深める一般向けワークショップや体験 

ツアーまで、さまざまな講座を開講している。 
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第７章 海洋プラスチックごみ対策 

１ プラスチックごみの回収・処理 

環境中に放出されたプラスチックごみが長期間放置され、破砕・細分化された

マイクロプラスチックは回収が困難であり、破砕・細分化する前に、回収・処理

を進めていくことが重要である。 

このため、第５章で、回収・処理を効率的・効果的に推進するための重点区域

及び最重点区域を定め、重点的に海岸漂着ごみ対策に取り組んでいくこととし

ている。それ以外の海岸においても、海岸漂着ごみの実態を把握するための調査

を実施し、必要に応じて対策を検討する。 

また、瀬戸内海における海洋プラスチックを含む海ごみ問題の解決には、広域

的な取組みが重要であることから、「瀬戸内オーシャンズＸ」や「瀬戸プラネッ

ト」等により、瀬戸内海関係府県との連携を強化し、回収・処理を促進する。 

 

２ プラスチックごみの発生抑制 

本県海域の海ごみは、ペットボトルや食品容器等のプラスチックごみが多く

を占めており、日常生活から発生したプラスチックごみが、山や里（まち）から

川等を通じて海へ流れ出ているものと考えられることから、海へ流れ出るプラ

スチックごみの発生をできる限り抑制することが重要である。 

そのため、３Ｒ＋Renewable の推進により、これまでの大量生産・大量消費型

社会からの転換を図っていくことが求められており、具体的には、ワンウェイの

プラスチック製容器包装・製品のリデュース等による使用の削減や、リユース容

器・製品の利用促進等により排出を抑制するとともに、効果的・効率的で持続可

能なリサイクルを行い、プラスチックから紙や木材等への原料の転換を促進し

ていくほか、やむを得ず廃棄するプラスチックごみについては、適正な処分を徹

底する。 

また、プラスチック製容器包装・製品の過剰な使用の抑制や代替素材への転換

等に取り組む小売店等を広く紹介することにより、事業者の主体的な取組みを

促進するとともに、３Ｒ＋Renewable の推進に向けた県民や事業者の機運醸成に

努める。 
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第８章 関係者の役割分担及び相互協力に関する事項 

１ 関係者の役割分担 

海ごみは、山、川、里(まち)、海へとつながる水の流れを通じて海岸に漂着等

したものであり、海岸を有する地域だけでなく、流域圏の内陸地域と沿岸地域が

一体となって、循環型社会形成推進基本法（平成 12年法律第 110 号）等の施策

と相まって海ごみの発生を効果的に抑制する等、広範な関係主体による取組み

が必要である。 

そのため、国、県、市町、海岸管理者等、県民、民間団体等の関係者は、それ

ぞれの立場を理解した上で、適切な役割分担のもと、相互協力して海ごみの発生

抑制や回収・処理に取り組むことが重要である。 

（１）国の役割 

国は、海ごみの回収・処理、発生抑制、実態把握、関係者の連携強化等の

対策について、全国規模での総合的な施策を策定し、実施する。また、県や

市町が実施する回収・処理や発生抑制の取組みに対して財政支援を行う。 

（２）県の役割 

県は、広域的観点から、本推進計画に基づき海ごみ対策を積極的に推進す

るとともに、「香川県海ごみ対策推進協議会」を通じて、関係者が円滑に連

携・協働できるよう努める。また、海ごみの多くが他の府県等の区域から流

出したものであることが明らかであると認めるときは、海岸管理者等の要請

等に基づき、他の府県等に対し、海ごみの回収・処理その他必要な事項につ

いて協力を求める。 

（３）市町の役割 

市町は、海岸管理者等による海ごみの回収・処理に関し、関係者の合意形

成を図るとともに、平成 22年 3月 30 日付け環境省廃棄物対策課長通知を踏

まえ、回収された海ごみを、市町の一般廃棄物処理施設に受け入れる等、処

分を行う。また、市町は、海岸管理者等が管理する海岸の海岸漂着ごみに起

因して住民の生活又は経済活動に支障が生じていると認めるときは、当該海

岸管理者等に対し、海岸漂着ごみの回収・処理のため必要な措置を講じるよ

う要請する。 

（４）海岸管理者等の役割 

海岸管理者等は、管理する海岸における海岸漂着ごみの状況を把握すると

ともに、海岸の清潔が保たれるよう、関係者の協力を得て、海岸漂着ごみの

回収・処理のため必要な措置を講じる。 



 

18 

 

（５）香川県海岸漂着物対策活動推進員（かがわ海ごみリーダー）の役割 

地域の海岸漂着ごみ対策の重要性に関する住民の理解を深め、住民や民間

団体等に対する助言や情報提供その他の協力の実施等、地域の海岸漂着ごみ

対策に係るパートナーシップ作りの中核的役割を担うことが求められる。 

（６）県民や民間団体の役割 

県民は、一人ひとりが日常生活に起因するごみについて、３Ｒに取り組む

ほか、地域での海岸・河川等の清掃活動への積極的な参加が求められる。 

民間団体は海ごみの回収・処理やその発生抑制において自ら主体となって

活動を行うとともに、環境教育や普及啓発等への参画を通じ、県や市町、県

民等の連携、協働のつなぎ手として役割を担うことが求められる。 

（７）事業者の役割 

事業者は、事業活動に伴って生じる廃棄物の適正処理や３Ｒ＋Renewable

の推進等により、海ごみの発生抑制に努めるとともに、地域の海岸清掃活動

等への参加や協力により、社会貢献に努める。 

また、漁業者は、漁具等の海域で使用される資材について、厳しい海況等

に起因する非意図的な流出が可能な限り発生しないよう、これらの資材の点

検等、日頃からの流出防止対策に取り組む。 

 

２ 関係者の相互協力による海ごみ対策 

（１）地域住民や民間団体等との連携協働 

本県では、地域住民や民間団体等との連携・協働による海ごみの回収を重

要施策の一つに位置づけ、ボランティアによる清掃活動を支援する事業を実

施している。今後とも支援事業を継続するとともに、より一層の充実を図る。 

民間団体等との連携・協働等において、県や市町は民間団体等を支援する

のみならず、民間団体等の有する豊富な知見や幅広いネットワークを活用す

ることにより、海ごみ対策を効果的に推進するよう努める。 

また、海ごみ対策を含む「里海」づくりに取り組んでいる企業・団体を「か

がわ里海づくりパートナー」に登録し、県において情報発信を行うとともに、

個別の活動支援により海ごみ対策の取組みを活性化させる。 

 

（２）瀬戸内海関係府県との連携 

瀬戸内海は、外洋からの海ごみの流入量が少ない広範な閉鎖性海域である

ため、瀬戸内海関係府県と連携した海ごみ対策は特に有効である。 
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そのため、「瀬戸内オーシャンズＸ」や「瀬戸プラネット」等を活用して、

瀬戸内海に流入する河川ごみを把握するための実態調査や瀬戸内海の流域

を対象とした一斉清掃イベントを実施する等、関係府県との情報交換や連携

した取組みを進める。 

 

 

 

第９章 香川県海ごみ対策の実施に当たって配慮すべき事項 

その他海ごみ対策の推進に関し必要な事項 

１ 災害緊急時における対応                 

「香川県地域防災計画（一般対策編）」の「公共施設等応急復旧計画」に従い、

県は、洪水等により大量のごみが海に流出したときは、国、県、市町の役割分担

について連絡調整を行い、情報を的確に把握し、迅速な回収・処理を促進する。 

情報収集に当たっては、「災害に伴う海岸漂着ごみ等に関する情報収集体制」

（平成 21 年９月策定、平成 31 年３月最終改訂）に従って、迅速かつ的確な情

報収集を行う。 

また、市町においても、地域防災計画に、災害緊急時における海ごみの情報収

集体制を盛り込み、的確な情報収集に努める。 

災害緊急時における海岸漂着ごみ及び漂流ごみ対策の実施主体は、次の基本

的な役割分担を踏まえ、相互に連携して迅速な対応を行う。 

表２ 基本的な役割分担 

役 割 実施主体 

海岸漂着ごみや漂流ごみの情報収集 

香川県 
県管理の海岸における海岸漂着ごみの回収・処理 

高松港における漂流ごみ（流木等）の回収 

海ごみの処理受入先等の調整 

市町管理の海岸における海岸漂着ごみの回収・処理 
市町 

一般廃棄物処理施設での処理等の協力 

備讃瀬戸・備後灘・燧灘東部の海域における漂流ご

み（流木等）の回収 

国（国土交通省四国地方整備

局高松港湾・空港整備事務所） 

２ 調査研究の推進 

県は、効率的・効果的な海ごみ対策を実施するためにモニタリング調査等の調

査研究に努めるものとし、海ごみの回収・処理に関わる関係者は、県が実施する

調査研究に積極的に協力するものとする。  
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第 10章 計画の推進と財政上の措置 

１ 計画の推進体制 

より効果的・効率的な海ごみ対策を実施するため、Plan（計画）、Do（実施）、

Check（評価）、Action（改善）の PDCA サイクルにより進行管理を行い、県、市

町及び関係機関は、香川県海ごみ対策推進協議会を定期的に開催し、その進捗状

況について情報交換を行うとともに、必要な対策について協議する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 11 PDCA サイクル 

 
２ 財政上の措置 

県において国の財政措置を要請しつつ、県及び市町は必要な財政上の措置を

講じるよう努める。 

 

３ 推進計画の変更 

推進計画の実施状況や調査研究の結果、国の施策状況、社会経済情勢の変化等

を踏まえ、必要に応じて見直し及び変更を行う。 

 

 

 

別図  重点区域・最重点区域 

別表  重点区域・最重点区域一覧 

 

  

Do
対策の実施

総合的な
海ごみ対策の推進

Plan
計画の策定

Check
効果の評価

Action
計画の改善
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《参考》 

 

香川県海岸保全基本計画における環境・利用ランク 

環

境 

ﾗﾝｸ 

環境要素 評 価 項 目 備 考 

Ａ 

貴重な動植物 

・天然記念物 

・希少野生動植物種、特定植物群落 

・レッドリスト、レッドデータブック 

学術上あるいは自然保護上重

要な動植物 

自然環境保全上

の指定地域 

・瀬戸内海国立公園：特別地域 

・文化財（史跡、名勝、天然記念物） 

・鳥獣保護区特別保護地区 

法令等により、自然環境保全

上の規制や指定を受け、特に

開発行為等を制限すべき地域 

生物の生息地等

の特異な生態系 
・特に保全が必要な藻場、干潟 

沿岸域の生態系を支える重要

な基盤で特に保全が必要な地

域 

Ｂ 

自然環境保全上

の指定地域 

・自然海浜保全地区、保安林 

・「日本の渚百選」「白砂青松 100選」

「日本の夕陽百選」「残したい香川

の水環境５０選」等に選ばれた海岸 

・鳥獣保護区、埋蔵文化財包蔵地 

法令等により、景観保全及び

海岸利用上の規制や指定を受

け、自然環境への配慮が必要

な地域 

生物の生息地等

の特異な生態系 
・藻場、干潟 

沿岸域の生態系を支える重要

な基盤で自然環境への配慮が

必要な地域 

 

 

利用 

ﾗﾝｸ 
評 価 項 目 備 考 

Ａ 

・特筆すべき観光資源、観光施設が立地しているもの 

・海水浴場、海浜公園などが立地し、各種イベントなど

が催されているもの 

・マリンスポーツが盛んなところ 

・利用計画が考えられているもの 

利便施設（駐車場、トイレ、休

憩施設など）を特に必要とす

るレクリエーション利用がさ

れている海岸 

今後も利用促進をはかってい

く必要がある海岸 

Ｂ 

・釣り、散歩ジョギングなどの海岸利用がされている

もの 

・港湾、漁港など 

利便施設はあまり必要としな

いレクリエーション利用がさ

れている海岸 

今後も利用面に対する配慮が

必要となる海岸 
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＜対策の進捗状況を示す指標一覧＞ 

項  目 
現在値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12年度） 

回
収
・
処
理
対
策 

海岸漂着ごみ量 58ｔ 48ｔ 

漁業協同組合における香川県方式の回収・

処理システムに参画する団体の割合 
60％ 70％ 

発
生
抑
制
対
策 

県内一斉海ごみクリーン作戦の参加延べ

人数【累計】 

207 千人 

（R2～R6 累計） 

270 千人 

（R8～R12 累計） 

香川県海岸漂着物対策活動推進員 

（かがわ海ごみリーダー）の委嘱人数 
43 人 72 人 

 



























別表　重点区域・最重点区域一覧

1 坂元海岸 東かがわ市 水管理・国土保全局 県 1,461 a
2 相生漁港 東かがわ市 水産庁 市 544 B b
3 相生馬宿海岸 東かがわ市 水管理・国土保全局 県 992 a
4 馬宿漁港 東かがわ市 水産庁 市 361 a
5 引田漁港 東かがわ市 水産庁 市 1,495 a
6 引田港 東かがわ市 港湾局 県 1,417 B b
7 田ノ浦海岸 東かがわ市 水管理・国土保全局 県 532 A A 田ノ浦海水浴場 田ノ浦海岸・女郎島 a,b
8 安戸港 東かがわ市 港湾局 市 1,884 A B b
9 安戸海岸 東かがわ市 水管理・国土保全局 県 488 A A a,b
10 経ヶ島海岸 東かがわ市 農村振興局 県 198 A B 小松原海岸・潮越海岸・鹿浦越 a,b
11 白鳥港 東かがわ市 港湾局 県 4,126 A A 小松原海水浴場 小松原海岸・潮越海岸・鹿浦越 a,b
12 三本松港 東かがわ市 港湾局 県 4,624 A A a,b
13 番屋海岸 東かがわ市 水管理・国土保全局 県 930 B A a,b
14 小磯漁港 東かがわ市 水産庁 市 660 B A 小浦自然海浜保全地区 a,b
15 山田海岸 東かがわ市 農村振興局 県 2,580 B A 山田海岸海水浴場 a,b
16 馬篠漁港 東かがわ市 水産庁 市 440 a

東かがわ市

さぬき市

18 中谷海岸 さぬき市 水管理・国土保全局 県 598 B A b
19 脇元漁港 さぬき市 水産庁 市 715 B b

20 鵜部海岸 さぬき市 水管理・国土保全局 県 115 小浜海岸海水浴場 小浜自然海浜保全地区

自然海浜保全地区に指定されてお
り、環境面の現況評価Bランクと同
等の評価と認められる

b

21 津田港 さぬき市 港湾局 県 7,413 A A 津田の松原海水浴場 津田の松原 a,b
22 羽立海岸 さぬき市 水管理・国土保全局 県 235 B A 北松原海水浴場 羽立自然海浜保全地区 b
23 吉見漁港 さぬき市 水産庁 市 853 B A 吉見海岸海水浴場 b

24 平畑海岸 さぬき市 農村振興局 県 495

吉見漁港（利用面Ａランク）と隣接し
ており、海岸保全基本計画におけ
る利用面の現況評価Ａランクと同等
の評価と認められる

b

25 松尾海岸 さぬき市 水管理・国土保全局 県 140 松尾自然海浜保全地区

自然海浜保全地区に指定されてお
り、環境面の現況評価Bランクと同
等の評価と認められる

b

26 江泊漁港 さぬき市 水産庁 市 630 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
27 曽根海岸 さぬき市 水管理・国土保全局 県 320 B B b
28 猪塚港 さぬき市 港湾局 市 1,200 B B b

29 蜿谷海岸 さぬき市 農村振興局 県 65

猪塚港（利用面Ｂランク）と隣接して
おり、海岸保全基本計画における
利用面の現況評価Ｂランクと同等
の評価と認められる

b

30 釜居谷海岸 さぬき市 農村振興局 県 450 4 a
31 野々浦海岸 さぬき市 農村振興局 市 124 a

32 大楡海岸 さぬき市 農村振興局 県 82
野々浦海岸(海岸清掃）と隣接して
おり、同等の評価と認められる

b

33 小田漁港 さぬき市 水産庁 市 550 a

34 本小田海岸 さぬき市 水管理・国土保全局 県 165

小田漁港（利用面Ｂランク相当）と
一連の海岸であり、海岸保全基本
計画における利用面の現況評価Ｂ
ランクと同等の評価と認められる

b

35 小田浦漁港 さぬき市 水産庁 市 928 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
36 浦小田海岸 さぬき市 水管理・国土保全局 県 1,340 興津海水浴場 a,b
37 苫張漁港 さぬき市 水産庁 市 294 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
38 苫張海岸 さぬき市 水管理・国土保全局 県 376 B a,b

青木海水浴場 青木自然海岸保全地区 a,bB A17 青木海岸 農村振興局 県 1,183

島しょ部

香川県海ごみ調査結果※１

最重点区域

海岸保全基本計画評価※２

海岸線
延長（ｍ） 利用面

海岸の利用状況・景観等
重点区域選定理由

※３R5.2 R6.2 R7.2 環境面 海水浴場等
残したい香川の
水環境５０選

自然海浜
保全地区

重点区域
海岸名

市町 所管省庁
海岸
管理
者

　※１　令和４年度～令和６年度海ごみモニタリング調査研究業務のデータ。水辺の散乱ゴミの指標評価手法（海岸版）による調査結果のうち、ランク４以上について記載。
　※２　計画P２1の海岸保全基本計画より抜粋した表を参照。
　※３　計画P１2の設定基準の(a)(b)を参照。



別表　重点区域・最重点区域一覧

島しょ部

香川県海ごみ調査結果※１

最重点区域

海岸保全基本計画評価※２

海岸線
延長（ｍ） 利用面

海岸の利用状況・景観等
重点区域選定理由

※３R5.2 R6.2 R7.2 環境面 海水浴場等
残したい香川の
水環境５０選

自然海浜
保全地区

重点区域
海岸名

市町 所管省庁
海岸
管理
者

39 松ヶ谷海岸 さぬき市 農村振興局 県 50 a
40 長者谷海岸 さぬき市 農村振興局 市 60 a
41 長浜漁港 さぬき市 水産庁 市 723 a,b
42 長浜新開海岸 さぬき市 水管理・国土保全局 県 1,152 B B a,b
43 新開漁港 さぬき市 水産庁 市 546 a,b
44 二子浦海岸 さぬき市 水管理・国土保全局 県 320 B a
45 白方海岸 さぬき市 水管理・国土保全局 県 527 B B a
46 白方漁港 さぬき市 水産庁 市 814 B a,b
47 伯父浦海岸 さぬき市 水管理・国土保全局 県 185 a

48 蜂ヶ浦海岸 さぬき市 農村振興局 県 168
伯父浦海岸及び穴子海岸の重点
区域にはさまれており同等と認めら
れる。

b

49 穴子海岸 さぬき市 水管理・国土保全局 県 375 a
50 室沖西海岸 さぬき市 農村振興局 県 321 a
51 室沖漁港 さぬき市 水産庁 市 609 a,b
52 泊漁港 さぬき市 水産庁 市 528 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b

さぬき市
高松市

54 原浜海岸 高松市 水管理・国土保全局 県 561 B b
55 房前漁港 高松市 水産庁 市 524 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
56 牟礼港 高松市 港湾局 県 4,528 B A 塩屋海岸 b
57 葛原港 高松市 港湾局 市 970 港湾であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b

58 高尻海岸 高松市 農村振興局 県 275 高尻自然海浜保全地区

自然海浜保全地区に指定されてお
り、環境面の現況評価Bランクと同
等の評価と認められる

b

59 高尻海岸 高松市 水管理・国土保全局 県 420 B A 高尻海水浴場 高尻自然海浜保全地区 b
60 高尻漁港 高松市 水産庁 市 512 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b

61 鞍谷海岸 高松市 農村振興局 県 378

高尻漁港（利用面Ｂランク相当）と
隣接しており、海岸保全基本計画
における利用面の現況評価Ｂラン
クと同等の評価と認められる

b

62 篠尾漁港 高松市 水産庁 市 473 A B b
63 鎌野漁港 高松市 水産庁 市 882 A A 鎌野海水浴場 鎌野自然海浜保全地区 b
64 鎌野笹尾海岸 高松市 水管理・国土保全局 県 540 B A 笹尾海水浴場 b
65 竹居漁港 高松市 水産庁 市 1,085 A A 竹居海水浴場 竹居海岸 竹居自然海浜保全地区 b
66 江の浜漁港 高松市 水産庁 市 1,500 A A 江の浜海水浴場 b
67 庵治漁港 高松市 水産庁 市 3,637 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
68 庵治港 高松市 港湾局 市 2,011 港湾であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
69 久通港 高松市 港湾局 市 1,448 A B b
70 大島海岸 高松市 水管理・国土保全局 県 651 大島 A B b
71 大島港 高松市 港湾局 市 1,230 大島 A B b
72 立石港 高松市 港湾局 市 1,401 港湾であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
73 石場港 高松市 港湾局 市 835 港湾であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
74 石場海岸 高松市 水管理・国土保全局 県 766 a
75 長崎鼻港 高松市 港湾局 市 229 a

76 大井東海岸 高松市 農村振興局 県 610 男木島 大井海水浴場 女木島・男木島
海水浴場として利用されており、利
用面でＡﾗﾝｸと同等

b

77 男木漁港 高松市 水産庁 市 383 男木島 A 男木海水浴場 女木島・男木島 b
78 男木港 高松市 港湾局 市 1,622 男木島 A 女木島・男木島 b

79 女木東海岸 高松市 水管理・国土保全局 県 1,080 女木島 女木島・男木島
残したい香川の水環境５０選に選
ばれており、環境面でＢﾗﾝｸと同等

b

80 女木港 高松市 港湾局 市 2,107 女木島 A 鬼が島海水浴場 女木島・男木島 b

81 女木南海岸 高松市 水管理・国土保全局 県 570 女木島 女木島・男木島
残したい香川の水環境５０選に選
ばれており、環境面でＢﾗﾝｸと同等

b

bB53 志度港 港湾局 県 4,155

　※１　令和４年度～令和６年度海ごみモニタリング調査研究業務のデータ。水辺の散乱ゴミの指標評価手法（海岸版）による調査結果のうち、ランク４以上について記載。
　※２　計画P２1の海岸保全基本計画より抜粋した表を参照。
　※３　計画P１2の設定基準の(a)(b)を参照。
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82 西浦漁港 高松市 水産庁 市 411 女木島 A B 女木島・男木島 b

83 女木浦海岸 高松市 農村振興局 県 1,100 女木島 5 4 4 ● 女木島・男木島
残したい香川の水環境５０選に選
ばれており、環境面でＢﾗﾝｸと同等

b

84 ホジノ浦瀬戸海岸 高松市 水管理・国土保全局 県 600 女木島 5 4 4 ●
残したい香川の水環境５０選に選
ばれており、環境面でＢﾗﾝｸと同等

b

85 浦生漁港 高松市 水産庁 市 720 a
86 高松漁港 高松市 水産庁 市 3,133 B b
87 高松港 高松市 港湾局 県 55,146 4 4 ●（内、899m） B A b
88 亀水漁港 高松市 水産庁 市 5,240 B B b
89 木沢港 坂出市 港湾局 市 6,457 a,b
90 乃生漁港 坂出市 水産庁 市 4,591 a,b

91 松ヶ浦海岸 坂出市 農村振興局 県 350

坂出港（利用面Ｂランク相当）と隣
接しており、海岸保全基本計画に
おける利用面の現況評価Ｂランクと
同等の評価と認められる

b

92 坂出港 坂出市 港湾局 市 36,537 B B b
93 御供所漁港 坂出市 水産庁 市 1,356 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
94 東浦漁港 坂出市 水産庁 市 1,466 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
95 西浦漁港 坂出市 水産庁 市 1,155 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
96 沙弥海岸 坂出市 水管理・国土保全局 県 415 沙弥島海水浴場 沙弥島 a,b
97 与島港 坂出市 港湾局 市 6,573 与島 港湾であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
98 岩黒漁港 坂出市 水産庁 市 447 岩黒島 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
99 櫃石漁港 坂出市 水産庁 市 2,493 櫃石島 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b

100 西浦海岸 坂出市 農村振興局 県 540 櫃石島 5 櫃石海水浴場
海水浴場として利用されており、利
用面でＡﾗﾝｸと同等

b

101 堂浦海岸 坂出市 農村振興局 市 380 櫃石島 4 A b

102 吉田海岸 宇多津町 水管理・国土保全局 県 781

北浦漁港（利用面Ｂランク相当）と
一連の海岸であり、海岸保全基本
計画における利用面の現況評価Ｂ
ランクと同等の評価と認められる

b

103 北浦漁港 宇多津町 水産庁 町 1,690 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
104 宇多津港 宇多津町 港湾局 県 7,391 港湾であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
105 丸亀港 丸亀市 港湾局 県 17,673 B B b

106 中津豊原海岸 丸亀市 水管理・国土保全局 県 1,572 B A a,b

107 里浦海岸 丸亀市 農村振興局 県 210 牛島

里浦港（利用面Ｂランク相当）と隣
接しており、海岸保全基本計画に
おける利用面の現況評価Ｂランクと
同等の評価と認められる

b

108 里浦港 丸亀市 港湾局 市 616 牛島 4 港湾であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b

109 牛島海岸 丸亀市 農村振興局 県 513 牛島

小浦港（利用面Ｂランク相当）と隣
接しており、海岸保全基本計画に
おける利用面の現況評価Ｂランクと
同等の評価と認められる

b

110 小浦港 丸亀市 港湾局 市 748 牛島 港湾であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
111 本島港 丸亀市 港湾局 市 4,688 本島 本島泊海水浴場 a,b
112 生ノ浜港 丸亀市 港湾局 市 1,158 本島 港湾であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b

113 生の浜海岸 丸亀市 水管理・国土保全局 県 550 本島

生ノ浜港（利用面Bランク相当）と一
連の海岸であり、海岸保全基本計
画における利用面の現況評価Ｂラ
ンクと同等の評価と認められる

b

　※１　令和４年度～令和６年度海ごみモニタリング調査研究業務のデータ。水辺の散乱ゴミの指標評価手法（海岸版）による調査結果のうち、ランク４以上について記載。
　※２　計画P２1の海岸保全基本計画より抜粋した表を参照。
　※３　計画P１2の設定基準の(a)(b)を参照。
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114 尻浜海岸 丸亀市 水管理・国土保全局 県 524 本島

尻浜港（利用面Ｂランク相当）と一
連の海岸であり、海岸保全基本計
画における利用面の現況評価Ｂラ
ンクと同等の評価と認められる

b

115 尻浜港 丸亀市 港湾局 市 423 本島 港湾であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b

116 福田海岸 丸亀市 水管理・国土保全局 県 350 本島

尻浜港（利用面Ｂランク相当）と一
連の海岸であり、海岸保全基本計
画における利用面の現況評価Ｂラ
ンクと同等の評価と認められる

b

117 福田漁港 丸亀市 水産庁 市 815 本島 4 6 ● 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
118 大浦港 丸亀市 港湾局 市 2,604 本島 港湾であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
119 屋釜海岸 丸亀市 農村振興局 県 620 本島 A A 屋釜海水浴場 a,b

120 笠島海岸 丸亀市 農村振興局 県 104 本島

笠島漁港（利用面Ｂランク）と隣接し
ており、海岸保全基本計画におけ
る利用面の現況評価Ｂランクと同
等の評価と認められる

b

121 笠島漁港 丸亀市 水産庁 市 506 本島 A B b
122 新在家港 丸亀市 港湾局 市 847 本島 a,b

123 向島北海岸 丸亀市 農村振興局 県 507 向島

櫃石漁港（利用面Ｂランク）と隣接し
ており、海岸保全基本計画におけ
る利用面の現況評価Ｂランクと同
等の評価と認められる

b

124 向島海岸 丸亀市 農村振興局 県 323 向島

櫃石漁港（利用面Ｂランク）と隣接し
ており、海岸保全基本計画におけ
る利用面の現況評価Ｂランクと同
等の評価と認められる

b

125 向島南海岸 丸亀市 農村振興局 県 776 向島

櫃石漁港（利用面Ｂランク）と隣接し
ており、海岸保全基本計画におけ
る利用面の現況評価Ｂランクと同
等の評価と認められる

b

126 広島東海岸 丸亀市 農村振興局 県 1,675 広島

江ノ浦港（利用面Ｂランク相当）と隣
接しており、海岸保全基本計画に
おける利用面の現況評価Ｂランクと
同等の評価と認められる

b

127 稲田海岸 丸亀市 農村振興局 県 450 広島

江ノ浦港（利用面Ｂランク相当）と隣
接しており、海岸保全基本計画に
おける利用面の現況評価Ｂランクと
同等の評価と認められる

b

128 江の浦港 丸亀市 港湾局 市 3,738 広島 広島江の浦海水浴場 a,b

129 甲路海岸 丸亀市 水管理・国土保全局 県 1,012 広島

甲路漁港（利用面Ｂランク相当）と
一連の海岸であり、海岸保全基本
計画における利用面の現況評価Ｂ
ランクと同等の評価と認められる

b

130 甲路漁港 丸亀市 水産庁 市 459 広島 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
131 青木港 丸亀市 港湾局 市 3,696 広島 港湾であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
132 茂浦漁港 丸亀市 水産庁 市 578 広島 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b

133 茂浦海岸 丸亀市 農村振興局 県 515 広島

茂浦漁港（利用面Ｂランク相当）と
隣接しており、海岸保全基本計画
における利用面の現況評価Ｂラン
クと同等の評価と認められる

b

134 手島港 丸亀市 港湾局 市 1,992 手島 港湾であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b

　※１　令和４年度～令和６年度海ごみモニタリング調査研究業務のデータ。水辺の散乱ゴミの指標評価手法（海岸版）による調査結果のうち、ランク４以上について記載。
　※２　計画P２1の海岸保全基本計画より抜粋した表を参照。
　※３　計画P１2の設定基準の(a)(b)を参照。
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135 手島西浦海岸 丸亀市 農村振興局 県 510 手島

手島港（利用面Ｂランク相当）と隣
接しており、海岸保全基本計画に
おける利用面の現況評価Ｂランクと
同等の評価と認められる

b

136 小手島海岸 丸亀市 農村振興局 県 890 小手島

小手島港（利用面Ｂランク相当）と
隣接しており、海岸保全基本計画
における利用面の現況評価Ｂラン
クと同等の評価と認められる

b

137 小手島漁港 丸亀市 水産庁 市 1,235 小手島 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
138 多度津港 多度津町 港湾局 県 9,038 B B b
139 東白方海岸 多度津町 水管理・国土保全局 県 455 B B b
140 白方漁港 多度津町 水産庁 町 627 B B a,b
141 西白方海岸 多度津町 水管理・国土保全局 県 588 B A 海岸寺海水浴場 a,b
142 見立港 多度津町 港湾局 町 1,396 B A b
143 高見板持海岸 多度津町 農村振興局 県 705 高見島 A B b
144 高見港 多度津町 港湾局 町 2,712 高見島 A B a,b
145 長崎浦海岸 多度津町 農村振興局 県 1,474 佐柳島 A B a,b
146 長崎海岸 多度津町 水管理・国土保全局 県 280 佐柳島 a
147 佐柳港 多度津町 港湾局 町 3,247 佐柳島 A B a,b
148 大見海岸 三豊市 農村振興局 県 780 B B 久保谷海岸 a,b
149 詫間港 三豊市 港湾局 県 21,775 A B a,b
150 楠浜海岸 三豊市 水管理・国土保全局 県 775 B A 楠浜海水浴場 b
151 船越港 三豊市 港湾局 市 2,138 a

152 船越海岸 三豊市 水管理・国土保全局 県 1,263 B B a,b

153 積海岸 三豊市 水管理・国土保全局 県 487 B B b
154 積漁港 三豊市 水産庁 市 767 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
155 箱海岸 三豊市 農村振興局 県 466 B B b
156 箱海岸 三豊市 水管理・国土保全局 県 1,539 B B b
157 箱浦港 三豊市 港湾局 市 2,654 A B b
158 室浜漁港 三豊市 水産庁 市 381 室浜自然海浜保全地区 a,b
159 生里漁港 三豊市 水産庁 市 3,281 B B 仁老浜海水浴場 仁老浜自然海浜保全地区 a,b
160 肥地木漁港 三豊市 水産庁 市 1,595 a,b
161 大浜漁港 三豊市 水産庁 市 4,957 B A 大浜海水浴場 鴨之越海岸  大浜自然海浜保全地区鴨ノ越自然海浜保全地区 a,b
162 名部戸海岸 三豊市 水管理・国土保全局 県 445 名部戸海水浴場 名部戸自然海浜保全地区 a,b
163 家の浦海岸 三豊市 水管理・国土保全局 県 380 B B a,b
164 家の浦漁港 三豊市 水産庁 市 397 a,b

165 古江海岸 三豊市 水管理・国土保全局 県 237

仁尾港（利用面Ｂランク相当）と一
連の海岸であり、海岸保全基本計
画における利用面の現況評価Ｂラ
ンクと同等の評価と認められる

b

166 仁尾港 三豊市 港湾局 県 11,010 A A 父母浜海水浴場 a,b
167 曽保海岸 三豊市 水管理・国土保全局 県 700 B A サンビーチ a,b
168 曽保漁港 三豊市 水産庁 市 400 a,b
169 三石海岸 三豊市 水管理・国土保全局 県 562 B A b
170 船隠港 三豊市 港湾局 市 1,222 粟島 B b

171 永浜海岸 三豊市 水管理・国土保全局 県 1,529 粟島

船隠港（環境面Ｂランク）と一連の
海岸であり、海岸保全基本計画に
おける環境面の現況評価Ｂランクと
同等の評価と認められる

b

　※１　令和４年度～令和６年度海ごみモニタリング調査研究業務のデータ。水辺の散乱ゴミの指標評価手法（海岸版）による調査結果のうち、ランク４以上について記載。
　※２　計画P２1の海岸保全基本計画より抜粋した表を参照。
　※３　計画P１2の設定基準の(a)(b)を参照。
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172 京の浜海岸 三豊市 農村振興局 県 428 粟島

船隠港（利用面Ｂランク相当）と隣
接しており、海岸保全基本計画に
おける利用面の現況評価Ｂランクと
同等の評価と認められる

b

173 上新田漁港 三豊市 水産庁 市 1,058 粟島 4 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b

174 不天海岸 三豊市 農村振興局 県 1,008 粟島

上新田漁港（利用面Ｂランク相当）
と隣接しており、海岸保全基本計画
における利用面の現況評価Ｂラン
クと同等の評価と認められる

b

175 粟島港 三豊市 港湾局 市 3,081 粟島 B b

176 粟島馬城海岸 三豊市 水管理・国土保全局 県 1,145 粟島

粟島港（利用面Ｂランク）内にあり、
海岸保全基本計画における利用面
の現況評価Ｂランクと同等の評価と
認められる

b

177 下新田海岸 三豊市 水管理・国土保全局 県 990 粟島

粟島港（利用面Ｂランク）と一連の
海岸であり、海岸保全基本計画に
おける利用面の現況評価Ｂランクと
同等の評価と認められる

b

178 粟島西港 三豊市 港湾局 市 4,115 粟島 B B 西浜海水浴場 a,b

179 荒浜海岸 三豊市 農村振興局 県 212 志々島

本村漁港（利用面Ｂランク相当）と
隣接しており、海岸保全基本計画
における利用面の現況評価Ｂラン
クと同等の評価と認められる

b

180 本村漁港 三豊市 水産庁 市 577 志々島 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
181 志々島港 三豊市 港湾局 市 1,260 志々島 4 港湾であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b

182 寺浦海岸 三豊市 水管理・国土保全局 県 84 大蔦島 蔦島
残したい香川の水環境５０選に選
ばれており、環境面でＢﾗﾝｸと同等

b

183 小蔦島漁港 三豊市 水産庁 市 434 小蔦島 A 蔦島 b

184 小蔦島海岸 三豊市 農村振興局 市 250 小蔦島 蔦島
残したい香川の水環境５０選に選
ばれており、環境面でＢﾗﾝｸと同等

b

185 室本港 観音寺市 港湾局 市 2,695 B b
186 有明海岸 観音寺市 水管理・国土保全局 県 1,410 有明浜海水浴場 有明浜 a,b
187 観音寺港 観音寺市 港湾局 県 8,755 A A 有明浜海水浴場 有明浜 a,b
188 三豊干拓海岸 観音寺市 農村振興局 県 2,780 4 4 B b
189 花稲漁港 観音寺市 水産庁 市 1,282 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
190 豊浜港 観音寺市 港湾局 県 5,094 B B 一の宮海水浴場 豊浜一の宮海岸 a,b
191 関谷海岸 観音寺市 農村振興局 県 1,100 5 a
192 堀切海岸 観音寺市 水管理・国土保全局 県 1,784 a
193 箕浦漁港 観音寺市 水産庁 市 1,339 A b
194 余木崎海岸 観音寺市 水管理・国土保全局 県 233 B B b
195 伊吹漁港 観音寺市 水産庁 市 5,436 伊吹島 伊吹島・股島・円上島 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
196 股島漁港 観音寺市 水産庁 市 597 股島 伊吹島・股島・円上島 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
197 土庄港 土庄町 港湾局 県 9,903 B A b
198 柚海岸 土庄町 農村振興局 県 580 柚ヶ浜自然海浜保全地区 a,b
199 小瀬海岸 土庄町 水管理・国土保全局 県 920 小瀬海水浴場 a,b
200 小瀬港 土庄町 港湾局 町 351 4 港湾であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b

201 戸形海岸 土庄町 水管理・国土保全局 県 200

千軒漁港（利用面Ｂランク）と一連
の海岸であり、海岸保全基本計画
における利用面の現況評価Ｂラン
クと同等の評価と認められる

b

202 千軒漁港 土庄町 水産庁 町 912 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
203 千軒海岸 土庄町 水管理・国土保全局 県 1,116 千軒海水浴場 千軒自然海浜保全地区 a,b

　※１　令和４年度～令和６年度海ごみモニタリング調査研究業務のデータ。水辺の散乱ゴミの指標評価手法（海岸版）による調査結果のうち、ランク４以上について記載。
　※２　計画P２1の海岸保全基本計画より抜粋した表を参照。
　※３　計画P１2の設定基準の(a)(b)を参照。
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204 水ヶ浦海岸 土庄町 農村振興局 町 300 ヘルシービーチ
海水浴場として利用されており、利
用面でＡﾗﾝｸと同等

b

205 柳漁港 土庄町 水産庁 町 924 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
206 鹿島漁港 土庄町 水産庁 町 655 鹿島海水浴場 a,b
207 土庄東港 土庄町 港湾局 県 4,783 B A 鹿島自然海浜保全地区 b
208 王子前漁港 土庄町 水産庁 町 1,851 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b

209 州鼻海岸 土庄町 水管理・国土保全局 県 415

世界一狭い海峡としてギネス認定
されている土渕海峡における海岸
であり、海岸保全基本計画におけ
る利用面の現況評価Ａランクと同等
の評価と認められる

b

210 大高下海岸 土庄町 水管理・国土保全局 県 290 同上 b
211 破風脇海岸 土庄町 水管理・国土保全局 県 815 A B b

212 馬場先海岸 土庄町 水管理・国土保全局 県 575

土庄港（利用面Ｂランク相当）内に
あり、海岸保全基本計画における
利用面の現況評価Ｂランクと同等
の評価と認められる

b

213 虎浜海岸 土庄町 農村振興局 県 310 B b
214 四海漁港 土庄町 水産庁 町 3,181 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
215 沖の島海岸 土庄町 水管理・国土保全局 県 439 沖ノ島 B b

216 内浜海岸 土庄町 水管理・国土保全局 県 465

長浜漁港（利用面Ｂランク相当）と
一連の海岸であり、海岸保全基本
計画における利用面の現況評価Ｂ
ランクと同等の評価と認められる

b

217 長浜漁港 土庄町 水産庁 町 500 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
218 江島港 土庄町 港湾局 町 1,744 港湾であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
219 元目漁港 土庄町 水産庁 町 509 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
220 馬越港 土庄町 港湾局 町 713 港湾であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b

221 柿の谷海岸 土庄町 農村振興局 県 330 4

瀬戸内国際芸術際が開催されるな
ど、海岸保全基本計画における利
用面の現況評価Ａランクと同等の
評価と認められる

b

222 北浦港 土庄町 港湾局 町 3,374 港湾であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
223 見目漁港 土庄町 水産庁 町 769 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b

224 女風呂海岸 土庄町 水管理・国土保全局 県 809

北浦港（利用面Ｂランク相当）内に
あり、海岸保全基本計画における
利用面の現況評価Ｂランクと同等
の評価と認められる

b

225 小海漁港 土庄町 水産庁 町 352 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
226 琴塚漁港 土庄町 水産庁 町 1,038 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b

227 妙見海岸 土庄町 水管理・国土保全局 県 335

琴塚漁港（利用面Ｂランク相当）と
一連の海岸であり、海岸保全基本
計画における利用面の現況評価Ｂ
ランクと同等の評価と認められる

b

228 田井漁港 土庄町 水産庁 町 1,344 田井浜海水浴場 田井自然海浜保全地区 a,b
229 大部港 土庄町 港湾局 県 2,766 B B b

230 小浜海岸 土庄町 農村振興局 町 70

小部漁港（利用面Ｂランク相当）と
一連の海岸であり、海岸保全基本
計画における利用面の現況評価Ｂ
ランクと同等の評価と認められる

b

231 小部漁港 土庄町 水産庁 町 1,662 4 シルバービーチ 小部自然海浜保全地区 a,b

　※１　令和４年度～令和６年度海ごみモニタリング調査研究業務のデータ。水辺の散乱ゴミの指標評価手法（海岸版）による調査結果のうち、ランク４以上について記載。
　※２　計画P２1の海岸保全基本計画より抜粋した表を参照。
　※３　計画P１2の設定基準の(a)(b)を参照。
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232 栄山海岸 土庄町 農村振興局 県 150 豊島

瀬戸内国際芸術際が開催されるな
ど、海岸保全基本計画における利
用面の現況評価Ａランクと同等の
評価と認められる

b

233 唐櫃漁港 土庄町 水産庁 町 1,873 豊島 王子ヶ浜海水浴場 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
234 硯漁港 土庄町 水産庁 町 302 豊島 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
235 家浦港 土庄町 港湾局 県 3,453 豊島 宮ノ浜海水浴場 甲崎東自然海浜保全地区 港湾であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b

236 水ヶ浦海岸 土庄町 水管理・国土保全局 県 722 豊島

家浦港（利用面Ｂランク相当）と一
連の海岸であり、海岸保全基本計
画における利用面の現況評価Ｂラ
ンクと同等の評価と認められる

b

237 神子浜海岸 土庄町 農村振興局 県 750 豊島 A A 神子ヶ浜海水浴場 b
238 尾子海岸 土庄町 農村振興局 県 900 豊島 尾子自然海浜保全地区 a,b
239 甲生漁港 土庄町 水産庁 町 543 豊島 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b

240 甲生海岸 土庄町 水管理・国土保全局 県 88 豊島

甲生漁港（利用面Ｂランク相当）と
一連の海岸であり、海岸保全基本
計画における利用面の現況評価Ｂ
ランクと同等の評価と認められる

b

241 甲生海岸 土庄町 農村振興局 県 700 豊島 B b
242 稲塚海岸 土庄町 農村振興局 県 270 豊島 B b

243 ツミ海岸 土庄町 農村振興局 県 400 小豊島

瀬戸内国際芸術際が開催される豊
島（唐櫃浜）と土庄港に挟まれてお
り、海岸保全基本計画における利
用面の現況評価Ａランクと同等の
評価と認められる

b

244 小豊島港 土庄町 港湾局 町 838 小豊島 4 港湾であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
245 入部漁港 小豆島町 水産庁 町 643 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
246 蒲生漁港 小豆島町 水産庁 町 2,139 a,b
247 池田港 小豆島町 港湾局 県 3,906 B A b
248 室生北港 小豆島町 港湾局 町 1,254 港湾であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
249 室生漁港 小豆島町 水産庁 町 850 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
250 二面漁港 小豆島町 水産庁 町 795 a,b
251 吉野崎港 小豆島町 港湾局 町 1,930 吉野崎自然海浜保全地区 a,b
252 富士漁港 小豆島町 水産庁 町 706 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
253 三都港 小豆島町 港湾局 町 2,809 港湾であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
254 白浜海岸 小豆島町 農村振興局 県 490 4 A A b
255 谷尻漁港 小豆島町 水産庁 町 361 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
256 市神子海岸 小豆島町 水管理・国土保全局 県 320 B B b
257 吉ヶ浦漁港 小豆島町 水産庁 町 285 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
258 吉ヶ浦海岸 小豆島町 水管理・国土保全局 県 566 B B b
259 蒲野漁港 小豆島町 水産庁 町 313 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
260 沖田海岸 小豆島町 水管理・国土保全局 県 280 B b
261 小蒲野海岸 小豆島町 水管理・国土保全局 県 340 a
262 長崎漁港 小豆島町 水産庁 町 926 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b

263 牛ヶ浦海岸 小豆島町 農村振興局 県 859

瀬戸内国際芸術際が開催されるな
ど、海岸保全基本計画における利
用面の現況評価Ａランクと同等の
評価と認められる

b

264 牛ヶ浦漁港 小豆島町 水産庁 町 304 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b

　※１　令和４年度～令和６年度海ごみモニタリング調査研究業務のデータ。水辺の散乱ゴミの指標評価手法（海岸版）による調査結果のうち、ランク４以上について記載。
　※２　計画P２1の海岸保全基本計画より抜粋した表を参照。
　※３　計画P１2の設定基準の(a)(b)を参照。
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265 百尋海岸 小豆島町 水管理・国土保全局 県 112

牛ヶ浦漁港（利用面Ｂランク相当）と
一連の海岸であり、海岸保全基本
計画における利用面の現況評価Ｂ
ランクと同等の評価と認められる

b

266 石場海岸 小豆島町 農村振興局 県 350 B B b
267 竹生漁港 小豆島町 水産庁 町 404 B b
268 内海港 小豆島町 港湾局 県 14,347 4 B A オリーブビーチ 古江自然海浜保全地区 a,b

269 水木海岸 小豆島町 水管理・国土保全局 県 850

内海港（利用面Ｂランク相当）内に
あり、海岸保全基本計画における
利用面の現況評価Ｂランクと同等
の評価と認められる

b

270 田浦漁港 小豆島町 水産庁 町 480 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
271 三角海岸 小豆島町 農村振興局 県 1,450 B A b
272 汐江海岸 小豆島町 農村振興局 県 370 B A a,b

273 堀越中海岸 小豆島町 水管理・国土保全局 県 87

堀越漁港（利用面Ｂランク）と一連
の海岸であり、海岸保全基本計画
における利用面の現況評価Ｂラン
クと同等の評価と認められる

b

274 堀越漁港 小豆島町 水産庁 町 482 B B b
275 坂手港 小豆島町 港湾局 県 1,844 港湾であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
276 瀬の倉漁港 小豆島町 水産庁 町 257 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
277 瀬戸海岸 小豆島町 農村振興局 町 240 a
278 瀬戸海岸 小豆島町 水管理・国土保全局 県 810 瀬戸海水浴場 a,b

279 多尾海岸 小豆島町 農村振興局 県 180

瀬戸内国際芸術際が開催されるな
ど、海岸保全基本計画における利
用面の現況評価Ａランクと同等の
評価と認められる

b

280 大泊海岸 小豆島町 農村振興局 県 302

瀬戸内国際芸術際が開催されるな
ど、海岸保全基本計画における利
用面の現況評価Ａランクと同等の
評価と認められる

b

281 大泊漁港 小豆島町 水産庁 町 445 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b

282 徳本海岸 小豆島町 水管理・国土保全局 県 140

大泊漁港（利用面Ｂランク相当）と
一連の海岸であり、海岸保全基本
計画における利用面の現況評価Ｂ
ランクと同等の評価と認められる

b

283 白崎海岸 小豆島町 農村振興局 県 520 A A b
294 橘漁港 小豆島町 水産庁 町 2,160 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
285 岩ヶ谷漁港 小豆島町 水産庁 町 334 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b

286 岩ヶ谷海岸 小豆島町 水管理・国土保全局 県 369

岩ヶ谷漁港（利用面Ｂランク相当）と
一連の海岸であり、海岸保全基本
計画における利用面の現況評価Ｂ
ランクと同等の評価と認められる

b

287 亀崎海岸 小豆島町 農村振興局 町 850 A B b
288 当浜漁港 小豆島町 水産庁 町 375 4 a,b
289 福田漁港 小豆島町 水産庁 町 3,605 4 B A 遠手浜海水浴場 遠手浜自然海浜保全地区 a,b
290 吉田漁港 小豆島町 水産庁 町 2,094 4 B A a,b
291 直島港 直島町 港湾局 県 12,861 直島 港湾であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
292 積浦漁港 直島町 水産庁 町 2,109 直島 a,b
293 牛ヶ首漁港 直島町 水産庁 町 267 直島 漁港であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b

　※１　令和４年度～令和６年度海ごみモニタリング調査研究業務のデータ。水辺の散乱ゴミの指標評価手法（海岸版）による調査結果のうち、ランク４以上について記載。
　※２　計画P２1の海岸保全基本計画より抜粋した表を参照。
　※３　計画P１2の設定基準の(a)(b)を参照。
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294 林海岸 直島町 農村振興局 県 225 直島

瀬戸内国際芸術際が開催されるな
ど、海岸保全基本計画における利
用面の現況評価Ａランクと同等の
評価と認められる

b

295 琴反地海岸 直島町 農村振興局 県 1,100 直島 A A 琴反地海水浴場 琴反地海岸 a,b

296 倉浦海岸 直島町 農村振興局 県 363 直島

琴反地海岸（環境面・利用面Ａラン
ク）と一連の海岸であり、海岸保全
基本計画における環境面・利用面
Ａランクと同等の評価と認められる

b

297 横防海岸 直島町 農村振興局 県 550 直島

宮浦港（利用面Ｂランク相当）と一
連の海岸であり、海岸保全基本計
画における利用面の現況評価Ｂラ
ンクと同等の評価と認められる

b

298 宮浦港 直島町 港湾局 県 2,393 直島 B A 内ヶ浜海水浴場 b
299 風戸港 直島町 港湾局 町 4,393 直島 港湾であり、利用面でＢﾗﾝｸと同等 b
300 屏風港 直島町 港湾局 町 1,202 屏風島 B B b

301 屏風海岸 直島町 水管理・国土保全局 県 118 屏風島

屏風港（利用面Ｂランク相当）と一
連の海岸であり、海岸保全基本計
画における利用面の現況評価Ｂラ
ンクと同等の評価と認められる

b

302 家島北海岸 直島町 水管理・国土保全局 県 408 家島 B b

303 柏島海岸 直島町 水管理・国土保全局 県 135 柏島

国内外で高い知名度を誇るベネッ
セハウス周辺から展望できる場所
に位置しており、海岸保全基本計
画における利用面の現況評価Ａラ
ンクと同等の評価と認められる

b

　※１　令和４年度～令和６年度海ごみモニタリング調査研究業務のデータ。水辺の散乱ゴミの指標評価手法（海岸版）による調査結果のうち、ランク４以上について記載。
　※２　計画P２1の海岸保全基本計画より抜粋した表を参照。
　※３　計画P１2の設定基準の(a)(b)を参照。


